
企業版ふるさと納税で三種町を
応援してください！

三種町は、秋田県北西部に位置し、約２５０ｋ㎡の面積を有し半分が森林となっていて、一部

が日本海に面しています。自然が豊かで、特産品のじゅんさいは日本でも有数の生産量を誇り、

子育て支援と住民共助のまちづくりに取り組んでいます。

企業版ふるさと納税により、三種町の地方創生の取組への支援をお願いします。

企業版ふるさと納税とは
三種町の地方創生の取組に対し企業から寄附をいた

だいた場合、法人関係税を税額控除するものです。

①損金算入による約３割軽減

②法人住民税と法人税から４割税額控除

③法人事業税から２割税額控除

寄附をいただくメリット
三種町への寄附をとおした社会貢献活動により、企

業としてのＰＲ効果が得られます。

また、三種町との「新たなパートナーシップの構

築」や三種町の地域資源などを活用した「新事業の

展開」などが見込まれます。

　損金算入による軽減効果

　国税＋地方税　　　約３割
　税額控除

　法人住民税＋法人税　４割
　税額控除

　法人事業税　２割
企業負担

約１割

寄付額

最大約９割の税の軽減効果

留意事項
・１回あたり１０万円以上の寄附が対象となります。

・三種町に主たる事務所または事業所がない企業が対象となります。

・寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

三種町 企画政策課

〒０１８－２４０１ 秋田県三種町鵜川字岩谷子８番地

電話 ０１８５－８５－４８１７ ＦＡＸ ０１８５－８５－２１７８

メール kikaku@town.mitane.akita.jp

mailto:kikaku@town.mitane.akita.jp


寄附対象事業
三種町が企業版ふるさと納税による寄附を募る事業は以下の事業です。

【若者が定住し賑わう戦略】
【具体的な事業】

・定住移住支援事業

・若者活動支援事業

・結婚支援事業

・森岳温泉活性化事業

・地域活性化イベント事業 など

【稼げる産業をつくる戦略】
【具体的な事業】

・スマート農業導入推進事業

・じゅんさい生産数量助成事業

・農業次世代人材投資事業

・森岳じゅんさいの里活性化

協議会補助事業

・地域雇用創出促進事業 など

【みたねの子ども育成戦略】
【具体的な事業】

・赤ちゃん誕生応援事業

・子育て世代包括支援センター事業

・ランドセル支給事業

・通学費補助事業

・給食費助成事業 など

【住民と連携した地域戦略】
【具体的な事業】

・自治会助成金事業

・集会所等施設整備事業

・住民共助による地域づくり

活動支援事業 など


